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◆第１回業務研修会 令和７年10月9日（木）13:30～15:45 会員13名出席

テーマー「職務上請求書の適正な使用方法について」
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行政書士記念日 2月22日

◆三支部合同研修会
苫小牧支部から正式には本年度の三支部合同研修会の開催可否の連絡はありませんが、時節的に

開催は困難かと思われます。年に一度の懇談交流の場であり楽しみにしていた会員も多いかと思

いますが来年度に期待をいたしましょう

本趣旨をご理解いただきまして、会員の方は年会費
として 5,000 円を下記の口座に納入くださいますよ
うお願いいたします。
郵便振替口座 02740-3-24241
口座名義 日本行政書士政治連盟北海道支部

※振替用紙は支部総会の折に配布しました。本会か

らも届くでしょうが、払込済の方はご容赦。

◆◇◆政治連盟会費納入のお願い
個々の行政書士が十分活動するには、法改正や行政書士の職域の拡大と社会的

地位の向上を図るために、行政書士を支えてくれる強力な組織が必要です。
この目的達成のため、日政連が活動しています。しかし、活動するためには、自ずと活動資金が必要になります。

日行連では政治活動は認められず、政治活動はあくまでも日政連でしかできないのです。
したがって、政治活動をしていくには、日行連とは別に日政連の会費が必要となります。そしてその活動は、

"総ての行政書士のために"であり、その成果の恩恵は、
"総ての行政書士が平等に受ける"ことになるのです。

令和7年１２月発行

←現在の支部所有の啓発ポスターです。監察広報

担当者会議の折に新しいポスターの要望をしてお

ります。

本会では昨年度、行政書士による申請窓口に「監

察啓発ポスター」を掲示していただくように、北

海道庁総務部を訪問し、下のポスター４00枚余を

届けたとのことですが、これは支部には配布ない

もので、新たなものの要望をしたところです。

◆第２回業務研修会 今年度も1回で完了

・法定相続情報の作り方、遺言 ・空き家対策について要望がありましたが、来年度以降検討

事項とします。

行政書士法は、議員立法であることか
ら必要な改正は国会議員の理解が大切

◆～監察啓発ポスター～

今回の研修会を通じて

日頃疑問に感じていることを提示してそのことに

ついて、解説可能な会員が自由に応えるという研

修のあり方も一考

新ひだか町コミュニティセンターを会場に開催 今

回は必須アイテムである職務上請求書であり参加者が

13名でした。職務上請求書の話題に留まらず普段疑問

に感じていることの質疑応答にも及び、更には今回の行

政書士法改正についても触れられた。

7月1日加入会員紹介 橋尾 毅洋

会員 平取町振内町62-2


